
令和２年２月６日 

 令和元年度｢優良特定地球温暖化対策事業所の認定制度に係る審査委員会｣を開催・カーボン・オフセ

ットしました。 

 

 温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度において、地球温暖化対策の推進の程度が特に優れ

ている事業所を、『優良特定地球温暖化対策事業所』と認定しています。 

令和２年２月６日に令和元年度｢優良特定地球温暖化対策事業所の認定制度に係る審査委員会｣（以下

「審査会」という。）を開催し、これの審査会の開催で排出された二酸化炭素については、東京都環境局

が保有するＣＯ２削減クレジットでオフセットしました。 

○ 審査会の概要 
  開催日時  令和２年２月６日（木曜日）午後２時から午後４時まで 
  場所    東京都庁第二本庁舎 31階 特別会議室 26 
  参加人数  14名（審査員５名、事務局等９名） 
○ カーボン・オフセットの範囲 
  委員の移動、会場のエネルギー使用（準備を含む。）、委員会のために印刷した印刷物（配
布物） 

○ 温室効果ガス削減行動 
  消耗品購入削減（現在保有しているものを再利用等） 
○ カーボン・オフセット量 
  １ｔ-ＣＯ２ 
○ オフセットクレジットの情報 
  東京都キャップ＆トレード制度における省エネ等の取組で創出された超過削減量 

（ＣＯ２削減クレジット：第二計画期間に創出されたもの） 
創出事業所  東京都廃棄物埋立管理事務所 

         （東京都江東区青海３丁目地先） 
 
○ クレジットの無効化日     令和２年３月５日 
○ 無効化証書の画像   次ページに掲載 

-------------------------------- 審査会の模様 ---------------------------------- 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 委員による審査 

 

 

 

 

 

                              事務局 

 

優良特定地球温暖化対策事業所の認定制度に係る審査委員会についてはこちらをご覧ください。 

https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/large_scale/toplevel/cat8317.html 

https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/large_scale/toplevel/cat8317.html


無効化証書 

  

 


